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定 例 会 議 会 議 録

開 催 日 時 令和３年１０月１３日（水）午前１０時００分 ～ 午前１１時４０分

開 催 場 所 特別会議室

『 全 体 会 議 』 議 題 ・ 要 旨区 分

１ 第３８０回県議会（９月定例会）の開催結果等について【報 告 事項 】

総務部長から 「第３８０回県議会（９月定例会）は、９月１日(水)から１、

０月４日(月)までの３４日間開催された。警察関係では、予算議案の提出はな

い。予算外議案として、令和２年度宮城県一般会計決算及び各特別会計決算の

（ ） 、 、認定について 関係分 が原案どおり認定されたほか 専決処分の報告として

職務中の過失による事故及び交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定５件

を報告した。一般質問では、警察関係分として、仁田和廣議員から、今後の警

察施設整備におけるバリアフリー化（再質問）について、村上久仁議員から、

スムーズ横断歩道の設置見通しとゾーン３０プラスの設定推進について、佐々

木功悦議員から、自転車通行可能な歩道に関する手続きや必要な幅員について

の取扱いについて、それぞれ質問があった。予算特別委員会総括質疑、決算特

別委員会総括質疑及び予算特別委員会において警察関係の質疑はなかった。次

期定例県議会（１１月定例会）の招集予定日は１１月２４日（水）である 」。

旨の報告があった。

委 員：和解及び損害賠償の報告の件数について、以前と比較すると減少

していると思うが、減少した原因について、どのような指導が功を奏したと考

えているのか。

総務部長：警察職員は一般の県職員よりも、車両を使用しての業務が多く、

必然的に事故が多い。そのような状況の中、安全確認の徹底の指導等により事

故が減少したと考える。

２ 可搬式速度違反自動取締装置による通行速度抑制効果の検証について

交通部長から 「平成３０年１０月に導入された、可搬式速度違反自動取締、

装置を活用した取締りによる「速度抑制効果」の検証を行った。検証方法と

して、これまで本装置を使用しての取締りを実施していない路線のうち、仙

、 、台市内と郊外の通学路・生活道路について各１路線ずつ 計４路線を選定し

朝の通学時間帯における本装置を使用した秘匿測定及び取締りを実施する方

法で通行速度の検証を実施した。検証結果としては、取締り前と比較し４地

点全てにおいて平均速度が減少し、速度超過率でも平均で２４ポイント減少

したが、取締り後における速度超過率の平均は、５１．７％となっており、

取締り後にあっても、超過率が高い状況にある地点もあることから、取締り

だけではなく道路管理者等と連携しながら、速度抑止対策を講じていく。

今回の検証については、４地点の限定的な検証であることから継続的な検

証を実施し、引き続き本装置の有効活用に努めていく 」旨の報告があった。。

『 個 別 審 議 等 会 議 』区 分

１ 審査請求の受理について（３件）【決 裁 事項 】

監察課管理官から、ストーカー規制法に基づく禁止命令処分に係る審査請求

の受理、運転免許証更新処分に係る審査請求の受理及び運転免許取消処分に係

る審査請求の受理について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

審査請求の裁決案について２

監察課管理官から、運転免許証更新処分に係る審査請求の裁決案について説

明がなされ、審議の上、決裁が行われた。
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行政文書開示請求書の受理及び行政文書部分開示決定通知書について３

公安委員会補佐室長から、行政文書開示請求書の受理及び行政文書部分開示

決定通知書について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

４ 宮城県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部改正について

公安委員会補佐室長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１

２年法律第８１号）の一部改正に伴い、警察本部長及び警察署長に事務委任し

ている、禁止命令等又は禁止命令等の有効期間の延長処分から、公示送達の実

、 、 。施に係る事務を除くこととする旨の説明がなされ 審議の上 決裁が行われた

５ 宮城県公安委員会の権限に属する事項の専決に関する規程の一部改正につい

て

公安委員会補佐室長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１

２年法律第８１号）の一部改正に伴い、専決区分の項を追加する、宮城県公安

委員会の権限に属する事項の専決に関する規定を一部改正する旨の説明がなさ

れ、審議の上、決裁が行われた。

６ 道路交通法の規定に基づく意見の聴取等

交通聴聞官から、運転免許取消処分に係る意見の聴取等の結果、１１件の報

告と説明がなされ、審議の上、量定が行われた。

１ 警察に対する苦情について（令和３年９月末現在）【報 告 事項 】

相談調査官から、警察に対する苦情事案（令和３年９月中終結報告分）につ

いて、報告があった。

２ 公安条例許可申請について（令和３年９月分）

警備課管理官から、令和３年９月中における、公安条例許可申請状況につい

て報告があった。


